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   見積参考資料の交付の試行について（通知） 

 

標記について、別紙のとおり定め、令和７年２月１日以降の入札公告から適用するこ

ととしたので通知する。 

なお、令和７年１月３１日以前の入札公告についても、適用することを妨げない。 

  

 

 

 

添付書類：別紙 
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別紙 

 

見積参考資料の交付について 

 

１．概要 

   建設工事の入札の適正な競争を確保するためには、入札参加者が適正に見積り

を行うことが基本であり、積算の基本的な考え方や標準歩掛り等の積算基準類等

を公表しているところである。 

しかしながら、今般、工事発注毎に専門工事業者等から徴取する見積りについ

て、その特殊性などにより、入札参加者が適正な積算を行うことが困難と考えら

れる事象が生じている。 

これにより、建設工事の発注における透明性、客観性及び妥当性の一層の確保

を図り、入札参加者において、適正な見積りができるよう、入札参加者が適正に

積算することが困難な見積りについては、入札参加者（競争参加資格確認申請書

を提出し、競争参加資格を有すると認められた者）に対して、発注者が作成した

見積採用単価を「見積参考資料」として交付することを試行する。 

 

２．見積参考資料の交付対象 

  本交付の対象は、「見積先が特定できない」、「見積先が多数で価格に大きな

ばらつきが生じる」、「実施することが稀な工事」などの入札参加者が適正に積

算することが困難と考えられる見積り項目とする。対象とする項目は、下記のと

おりとする。ただし、これらの工事等を単独で発注する場合は除く。 

  なお、見積参考資料の交付対象となる項目については、数量表の備考の欄に、

「見積参考資料交付対象」と記載すること。 

  ・解体工事（撤去工事含む） 

  ・仮設物工事（現場事務所等を除く指定の仮設建物、仮設プラント、ベルトコ

ンベア等） 

  ・免震工事 

  ・音響工事 

  ・米軍施設の建具工事（ＵＬ規格認証品等） 

  ・転石破砕（硬岩Ⅱ以上） 

  ・大型プレキャストコンクリート製品（水路、カルバート、擁壁など） 

  ・電熱設備工事（ロードヒーティング等） 

  ・空中線工事（鉄塔は除く） 

  ・海外製品を利用する米軍格納庫の特殊消火設備工事 

  ・医療ガス設備工事 

  ・ボラード（車両進入防止装置）工事 

  ・その他、本通知の趣旨に則り対象とすることが適当と認められる工事等 



３．見積参考資料の交付方法と時期 

  競争参加資格確認申請書を提出し、競争参加資格を有すると認められた者に対

して、入札書の提出期限日の６日前（行政機関の休日を除く）までに電子入札シ

ステムにより交付する。 

なお、「見積参考資料」は、契約書第１条の設計図書ではなく、見積上の参考

資料とし、その有効期限は、本工事の開札日までとする。交付する資料は、付紙

様式第１を参照する。 

   

４．入札公告及び入札説明書への記載 

  見積参考資料の交付に先立ち、入札公告及び入札説明書の「工事概要」に見積

参考資料を交付する試行工事であることを記載する。 

 

 入札公告及び入札説明書への記載例 

（〇）見積参考資料の交付について 

  本工事は、競争参加資格確認申請書を提出し、競争参加資格に適合した者に対

して、入札説明書に示す入札書の提出期限の６日前（行政機関の休日を除く）ま

でに、見積参考資料を交付する試行工事である。 

  なお、「見積参考資料」は、契約書第１条の設計図書ではなく、見積上の参考

資料であり、その有効期限は、本工事の開札日までとする。 

 

５．工事特記仕様書への記載 

  見積参考資料の交付に先立ち、工事特記仕様書に見積参考資料を交付する試行

工事であることを記載する。なお、建築工事については「その他」、電気通信工

事及び機械工事については「その他工事条件」、土木工事については「一般事

項」に記載する。 

  

 工事特記仕様書への記載例 

（〇）見積参考資料の交付について 

  本工事は、競争参加資格確認申請書を提出し、競争参加資格に適合した者に対

して、入札説明書に示す入札書の提出期限の６日前（行政機関の休日を除く）ま

でに、見積参考資料を交付する試行工事である。 

  なお、「見積参考資料」は、契約書第１条の設計図書ではなく、見積上の参考

資料であり、その有効期限は、本工事の開札日までとする。 

 

６．その他 

  見積活用方式を適用した単価の交付については、「見積を活用する積算方式

（見積活用方式）の試行について（通知）」（防整整第７０３号。令和７年１月

１７日）により実施する。 



  本通知の運用にあたり、疑義が生じた場合は、整備計画局施設整備官付施設技

術室と協議するものとする。 

 

以 上  



付紙様式第１ 

 

令和 年 月 日 

 

見積参考資料の交付について（参考資料） 

 

見積参考資料交付対象の単価等について、以下のとおりとしました。 

この「見積参考資料」は、入札参加者の適正な見積りに資するための参考資料であり、

契約書第１条にいう設計図書ではありません。従って「見積参考資料」は工事契約上の

拘束力を生じるものではなく、本工事の趣旨を充分考慮して、工事目的物を完遂するた

めの一切の手段について、入札参加者の責任において定めてください。 

なお、「見積参考資料」の有効期限は、本工事の開札日までとします。 

 

１．見積参考資料 

 （建築工事、電気通信設備工事、機械設備工事） 

直接工事費　細目別内訳

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

○○○ ○○

○○ ○○ ○○○ 見積参考資料交付対象

ｍ

○○○ ○○

○ ○○ ○○○ 見積参考資料交付対象

個

△△△ 別紙 00-0001

1

式

○○　　 ○○○ ○○○○

 

直接工事費　別紙明細

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

△△△ 別紙 00-0001

1

式

□□□ □□

○  ○○ ○○○ 見積参考資料交付対象

台

□□□ □□

○○  ○○ ○○○ 見積参考資料交付対象

台

計

○○ ○○○ ○○○○

 

 



（土木工事） 

単位 金　　　額
数量増減
金額増減

備　　　　　考

○○○ 見積参考資料交付対象

○○○ 見積参考資料交付対象

　総括表　
○○○○工事

費目・工種・種別・細別・規格 数　量 単　　価 摘　 要

土木工事
式

1

１.○○工事
式

1

○○工
式

1

○○
m3

○○、○○ ○○ ○○

△△工
式

1

△△△
m3

△△ ○○ ○○  

 

 

 注） 様式の記載内容は例示です。 

 


